
＜ダイヤモンド会員規約＞

１条・この会員はキクヤダイヤモンド会員と称する
２条・この会員は家族会員とし、ダイヤモンド家族会員入会申込書に記入する事とする
３条・入会資格　満年齢20才以上（家族会員は0才からとする）日本国在住者に限る
４条・入会金、年会費　無料
５条・会員資格実行日　入会日の翌日を実行日（特典使用可能日）とする
６条・会員特典を受けられる条件
　　　葬儀金額400,000円（税別）以上でネムール葬儀を施行され、
　　　葬儀終了後、二週間以内に葬儀代金を支払う事を特典利用条件とする
７条・特典　（下記、金券以下は本券と言う）
　　　１＞葬儀、ギフト商品を会員価格にて提供
　　　２＞弊社葬祭会館式場使用料　無料
　　　３＞20,000円金券進呈（葬儀代金精算時に使用できる）
　　　４＞寝台車無料券進呈（寝台車使用は１葬儀、１回使用、上限30,000円）
　　　　　（但し、30,000円を超えた場合、超えた分は別途請求となる。
　　　　　又、30,000円に達しない場合の残額返金はできない）
　　　５＞ネット葬儀利用無料（但し、弊社指定葬祭会館に限る）
　　　６＞お供生化 １基　　　（ご霊前にお供させて頂きます）
　　　７＞弔電サービス　　　（ご霊前にお供させて頂きます）
　　　８＞優待店でのサービス
　　　　　三田・丹波・丹波篠山各市内の契約優待店でサービスが受けられる
　　　　　（※上記１～６のサービスが不要の場合、別のサービスを受ける事ができない）
　　　９＞位牌を25％引きにて提供（但し、一部商品及び文字彫り代は除く）
８条・本券使用は本葬儀、１回の使用とする
９条・本券使用は葬儀、寝台車以外には使用できない
10条・本券の有効期限はない
11条・本券の確認、金券使用時に会員証の提出を求める場合がある
12条・本券は現金との交換はできない
13条・本券と他のキクヤ（株）発行済の金券（サービス券）との二重割引はできない
14条・本券の使用を会員（家族含む）以外の者が使用する場合の条件
　　　特例として、葬儀金券、寝台車無料券、他の特典を会員以外の者が使用する場合、
　　　会員規約を遵守し、会員本人が承諾書に署名・捺印すれば会員以外の利用ができる
　　　（但し、会員承諾書は10日以内に入会する事を本券使用条件とする）
15条・何らかの理由により、解約請求される場合は会員証、金券等キクヤ（株）に返却し、
　　　解約請求書に署名捺印する
　　　但し、入会特典サービス期間中の返金はできない（期間は別紙社内規約に掲載）
　　　※会員証、金券の返却がない場合、解約はできない
16条・急激な社会情勢の変化により、予告なく、サービス内容の変更をする場合がある
　　　（変更する場合は１ケ月前にキクヤホームページ上にて変更内容の掲載をする）
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